○○○○集落コミュニティ助成備品管理運営規定（案）参 考



（目的）
　第１条　この規定は、コミュニティ助成備品の維持管理と有効活用に必要な事項を定める。

（管理運営責任者）
　第２条　コミュニティ助成備品の管理運営責任者は○○○○区長（以下区長という）とする。

（管理）
　第３条　コミュニティ助成備品は○○○○公民館に設置、保管し必要に応じて備品の保全および事故防止に関わる点検等を行う。

（運営）
　第４条　区長は有効なコミュ二ティ活動が出来るよう住民および団体、グループに対し必要な助言指導を行う。

（維持管理経費等）
　第５条　コミュニティ助成備品の維持管理に必要な経費は、○○○○集落会計から支出する。

（その他）
　第６条　その他必要な事項は評議委員会において決定する。


附則　
この規定は、　○○年○月○日から適用する。

